
 

 

 

思いやりのある子・進んで学ぶ子・明るくたくましい子 

運動会の態度決定について 

先週から長崎県北部は梅雨入り。長崎県の新型コロナウイルス感染症についても、感

染ステージが５に引き上げられ、医療危機事態宣言が発出されているという大変厳しい

状況です。 

そのような中ではありますが、子どもたちは、今度の日曜日の運動会に向けて、一生

懸命に練習を頑張っています。ここまで取り組んできた子どもたちの思いは、なんとか

形にしたいと思っています。しかし、天気と新型コロナウイルス感染症には勝てません。

そこで、育友会執行部の方とも協議し、運動会実施の可否について以下のような判断を

したいと考えていますので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

１ ５月２１日（金）正午時点で実施の可否について態度決定ができた場合 

（１）２３日（日）実施可と判断できた場合 

 ・5 月２３日（日）予定通り実施します。２４日（月）が代休です。 

（２）２３日（日）実施不可・２４日（月）実施可と判断した場合 

 ・２４日（月）運動会実施。給食無し・弁当持参無しで下校とします。12:30 下校予

定です。課業日に運動会のため代休無しです。 

（３）２３日（日）と２４日（月）実施不可・２５日（火）実施可と判断した場合 

 ・２４日（月）は通常授業。給食無し・弁当持参無しで下校とします。12:30 下校予

定です。 

 ・２５日（火）に運動会を実施。午前中は運動会。給食あり。午後は通常授業。下校

時刻は通常の火曜日と変わりません。課業日に運動会のため代休無しです。 

２ ５月２１日（金）正午時点で実施の可否について態度決定ができなかった場合 

 ・５月２２日（土）18 時までに態度決定をします。ここで、どうしても態度決定で

きない場合は、２３日（日）朝６時までに連絡します。 

※いずれにしても、２３日（日）・２４日（月）は給食無し・弁当持参無し。２５日（火）

からは給食があり、下校時刻も通常と変わりはありません。 

※新型コロナウイルス感染症による学級閉鎖・学年閉鎖・臨時休業があった場合は、運

動会延期について慎重に判断します。 

※それぞれの態度決定にかかる学校から保護者の方への連絡は、「まち comi メール」で

行い、学校ホームページでもお知らせいたしますので、この件

に関する学校へのお電話はご遠慮ください。 

※①急な天候の変化、②新型コロナウイルス感染症の感染状況の

変化により態度変更の場合についても、同メールで連絡します。 

 

学校司書の異動について 

学校司書として 4 月から来ていただいておりました出田郁美先生ですが、市内学校

司書の異動の都合で、先週までの勤務となり、代替で菅陽子先生が暫定的に来ていた

だくこととなりましたので、お知らせいたします。 
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